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一般財団法人埼玉県教職員互助会の貸付けの特例に関する規程の制定について（通知） 

 

 

 一般財団法人埼玉県教職員互助会の貸付けの特例に関する規程の制定により、下記のとおり貸付事

業内容の変更を行いますので、貴所属所職員に周知くださるようお願いします。 

 会員の皆様には、御不便をおかけしますが、何卒御理解のほどよろしくお願いいたします。 
 

記 

１ 変更内容  

 （１） 新規貸付けの停止 

  「一般貸付け」「住宅貸付け」「教育貸付け」「災害貸付け」「医療貸付け」「冠婚葬祭貸付け」  

  について、新規の貸付けを停止します。 

 （２） 限度額の変更 

   自動車貸付けの限度額を３００万円から１００万円へ変更します。 

 〈変更一覧表〉 ※利率は変動利率になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

２ 変更期間  

  令和６年１０月貸付け（令和６年８月２４日以降福利課に到着した申込書、令和６年１０月２５  

 日送金分）から令和７年３月貸付け（令和７年２月２５日までに福利課に到着した申込書、令和 

 ７年３月２５日送金分）まで 

 

貸付種類 貸付限度額 償還回数 

（毎月） 

一般 １５０万円 ７２回 

自動車 ３００万円 ７２回 

住宅 ３００万円 ２４０回 

教育 ２００万円 １２０回 

災害 １５０万円 １２０回 

医療 ２００万円 １２０回 

冠婚葬祭 ３００万円 １２０回 

利率※ ０．９％ 

 貸付限度額 償還回数 

（毎月） 

一般 新規貸付け停止 

自動車 １００万円 ７２回 

住宅 

新規貸付け停止 

教育 

災害 

医療 

冠婚葬祭 

利率※ ０．９％ 



３ 現行の貸付けで申し込む場合の申込期限（締切日） 

 令和６年８月２３日（金）１７時福利課必着分まで 

 ※８月２４日以降の福利課到着分については、変更後の取扱いとなりますので御注意ください。 

 

４ 令和７年度以降の互助会貸付けについて 

  令和７年４月以降の貸付けの内容については、決定次第別途通知させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

                            担当 埼玉県教育局総務部福利課 

                               貸付・ライフプラン担当 

                            電話 ０４８－８３０－６７０１ 



                                 
 
 
 
   一般財団法人埼玉県教職員互助会の貸付けの特例に関する規程 
（趣旨） 
第１条 この規程は、一般財団法人埼玉県教職員互助会貸付規程（昭和４７年７月１

日施行。以下「貸付規程」という。）に基づき行う一般財団法人埼玉県教職員互助

会の会員（一般財団法人埼玉県教職員互助会運営規則第７条に定める会員）の臨時

の支出に対する貸付けに関する特例を定めるものとする。 
（貸付けの停止） 

第２条 令和６年１０月１日から令和７年３月３１日までの間（以下「特例期間」と 

 いう。）においては、貸付規程第３条に規定する「貸付けの種類」のうち、第１号 

 に規定する「一般貸付け」、第２号に規定する「教育貸付け」、第３号に規定する「災 

 害貸付け」、第４号に規定する「医療貸付け」、第５号に規定する「冠婚葬祭貸付け」 

 及び第６号に規定する「住宅貸付け」については、新規貸付けを停止する。 

（限度額の変更） 

第３条 特例期間においては、貸付規程第５条第１項の表「自動車貸付け」の項中「３ 

 ００万円」とあるのは「１００万円」と読み替えるものとする。   

 

   附  則 

 （施行期日） 

 この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

参考１ 



変更後の貸付事業(共済と互助会） 

 
 
 
 
 

公立学校共済組合埼玉支部 
 
 

公立学校共済組合の貸付事業について 

 

公立学校共済組合においても、貸付事業を実施しておりますが、共済組合の貸付

けについては、内容の変更はございません。 

なお、今回、互助会の新規貸付けを停止する貸付けの種類については、共済組合

で、同種類の貸付け申込みが可能ですので、御検討ください。 

また、共済組合の一般貸付けは、自動車の購入にも利用できます。互助会貸付け

と併用することも可能ですので、御不明な点がございましたら、下記担当まで御相

談ください。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  （注）の貸付けについては、利率が異なります。令和６年度版「福利のしおり」 

   の 103 ページを御覧ください。 

 

 

 

                       担当 埼玉県教育局総務部福利課 
                         貸付・ライフプラン担当 
                     電話 ０４８－８３０－６７０１ 

共済組合 

貸付限度額 
貸付種類 

互助会 

貸付限度額 

２００万円 一般 
新規貸付け停止 

１，８００万円 住宅 

１，９００万円（注） 住宅災害 ― 

３００万円（注） 介護構造 ― 

 ５５０万円 教育 

新規貸付け停止 

２００万円（注） 災害 

１２０万円 医療 

２００万円 結婚 

２００万円 葬祭 

    ― 自動車    １００万円 

     １．３２％ 利率（変動利率）      ０．９％ 

参考２ 


